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   苫小牧市オーダーメイド移住支援金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、苫小牧市（以下「本市」という。）への移住の促進及び地域産業に

おける人手不足の解消に資するため、本市に転入( 住民基本台帳法（昭和４１年法律第

８１号）第２２条第１項の規定による転入をいう。以下同じ。）をした者に対して予算

の範囲内で苫小牧市オーダーメイド移住支援金（以下「支援金」という。）を交付する

ものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

 （交付対象者） 

第２条 支援金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 本市に転入する以前に、苫小牧市オーダーメイド移住ガイドにより市内を巡覧した

者又は苫小牧市長（以下「市長」という。）が認める移住関連事業に参加した者であ

って、次の要件を全て満たすもの。 

ア 直前に５年以上連続して市外に居住した後、本市に転入していること。 

イ 申請時において、転入後１年以内であること。 

ウ 申請時において、１８歳以上５０歳未満の者であること。 

エ 本市への転入が本人の転勤、出向等による勤務地の変更に起因するものではない

こと。 

オ 申請時までに市内の事務所又は事業所に就業（国家公務員又は地方公務員として

の就業を除く。）をしていること。 

カ 本人の属する世帯の世帯員がいずれも支援金の交付を受けていないこと。 

キ 日本人である者若しくは外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配

偶者等、定住者又は特別永住者の在留資格を有する者であること。 

ク 暴力団等の反社会的勢力に属する者及び反社会的勢力と関係を有する者でない 

こと。 

ケ その他市が支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。 

⑵ 苫小牧 UIJ ターン新規就業支援事業に係る移住支援金の交付決定を受けている者 

⑶ その他特別な事情があると市長が認める者 

２ 本人が、フリーランス、テレワーク等で働き、市長が適当と認める場合は、前項第１

号オの規定は、適用しない。 

 

 （交付金額） 

第３条 支援金の額は、交付対象者１人当たり５万円とする。 
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 （交付申請） 

第４条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、苫小牧市オー

ダーメイド移住支援金交付申請書（様式１号）に市長が定める書類を添付して、市長に

提出するものとする。 

 

 （交付決定） 

第５条 市長は、前条の申請を受けて、内容を審査し適当と認めたときは、支援金の交付

を決定し、申請者に通知するものとする。 

 

 （請求） 

第６条 前条の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、苫小牧市オーダーメ

イド移住支援金請求書（様式２号）を市長に提出するものとする。 

 

 （調査） 

第７条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告又は書類の提出を求

める等の調査を行うことができる。 

 

 （返還等） 

第８条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全額の返

還を命ずることができる。 

⑴ 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。 

⑵ 第３条第２号の交付決定を取り消されたとき。 

⑶ 前２号に掲げる理由のほか、市長が支援金を交付することが不適当と認めるとき。 

 

 （雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行し、同日以降に本市に転入した者に適用する。 


